
令和元年度 月教育委員会議定例会議 日程 

 

日 時 令和元年 6 月 21日 金  

 午前 9 時 30分よ  

場 所 民センタ 2Aクラ  

 

 開会 言 

 

 署名委員の指名 

 

 教育長 務報告 

 

 付議 項 

 議案第 10号 宮 生涯学習センタ の設置及び管理に関す 条例施行規則の一 

 部を改正す 規則 案 について 

 議案第 11号 宮 体育施設の設置、管理等に関す 条例施行規則の一部を改正 

 す 規則 案 について 

 議案第 12号 宮 文化財保護条例施行規則の一部を改正す 規則(案)について 

 

 報告 協議 項 

予備費充用および予算流用について 報告 資料Ｎｏ．  

令和元年度 宮育英会奨学生の選考結果等について 報告  資料Ｎｏ．  

営山西 ル水遊び用おむつ着用利用日の設定について 報告 資料Ｎｏ．  

小中一貫教育校設置計 案意見交換会について 

その他 

 

  次回教育委員会議予定 

   

 閉会 言 

 



















事業報告 令和元 5月23日～6月20日

月日 曜日 主な会議 行事等 開催場所 人数

5月23日 木 総合教育会議 役場 11

5月24日 金 宮育英会理 会 役場 9

5月25日 土 宮中学校 汐鳴祭体育の部 宮中学校

5月27日 月
ガラスのうさ 像 和と友情推進委員
会

役場 16

5月27日 月 児童 生徒見守り重点日 内

5月28日 火 人権教育担当者会 教育支援室 6

5月29日 水 情報教育担当者会 教育支援室 6

5月30日 木 幼 保 小連携推進委員会 民センタ 5

5月30日 木 幼 保 小交流会 民センタ 23

6月1日
～2日

土～日 小学校修学旅行 日光方面 217

6月3日 月 中学校英語教育研修会 宮中学校 8

6月8日 土 宮小学校 一色小学校運動会
宮小学校 一

色小学校

6月17日 月 学校 務連携会議 民センタ 8

6月18日 火 小学校外国語活動研修会 一色小学校 15

6月19日 水 心臓病判定連絡会議 役場 16

6月19日 水 小 中学校校長会 役場 11

6月20日 木
幼 保 小 中一斉避難訓練 引 取
り訓練

各園 立学校

事業予定 令和元 6月21日～7月25日

月日 曜日 主な会議 行 等 開催場所 予定人数

７月4日 水 校長会 役場 9

７月10日 水 教頭会 役場 9

７月11日 木 宮 いじめ問題対策連絡協議会 役場 14

７月16日 火 学校 務連携会議 民センタ 8

７月19日 金 １学期終業式 小中学校 ‐

７月20日 月 小中一貫教育校設置計 案意見交換会 一色小学校 ‐

７月21日 火 小中一貫教育校設置計 案意見交換会 山西小学校 ‐

教育総務課事業報告



事業報告 令和元 5月23日～6月20日

月日 曜日 主な会議 行事等 開催場所 人数

5月29日 水 給食物資納入業務監査 給食センタ 6

5月30日 木 新１ 生保護者試食会 山西小学校 17

6月3日 月 新１ 生保護者試食会 宮小学校 66

6月4日 火 献立会議 ＰＴＡ 給食センタ 8

6月12日 水 献立会議 給食担当者 給食センタ 8

6月18日 火 新１ 生保護者試食会 一色小学校 12

事業予定 令和元 6月21日～7月25日

月日 曜日 主な会議 行 等 開催場所 予定人数

6月26日 水 給食物資納入業務監査 給食センタ 6

6月27日 木 学校給食センタ 運営委員会 民センタ 17

7月3日 水 献立会議 ＰＴＡ役員 給食センタ 8

7月4日 木 献立会議 給食担当者 給食センタ 8

7月17日 水 小 中学校 １学期給食終了 ‐

学校給食センタ



生涯学習 ス ツ班

月／日 曜日 会 議 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

5/23
30

6/6 13
木

みや町民大学 外国人 話せるよう ろ
う
全4回

ン ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ 1

5/26 日 子 会 研修会 山西 学校

5/30
6/6
13 20

木
みや町民大学 鎌倉彫体験

生涯学習 ン 自主講座 ～
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ

ス ツ推進委員主催 ウンス 練習会
審判講習会

町立体育館 20人 28人

青少年指 員主催防犯講習会
温水
多目的室

19人 11人

環境浄化巡回 ロ 町内 10人 8人

3団体 ス ツ推進委員 青少年指 員 子育
連 役員意見交換会

ン
ﾙﾁﾙｰ

- 13人

生涯学習 ス ツ班

月/日 曜日 主 会議 行事等 開催場所 開始時間

子 会 研修会
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ
13:30

みや町民大学 草木染 体験 町民セン 13:00

6/25 火 広域連携中学生交流洋上体験研修実行委員会 秦野市役所 15:30

6/27 木 青少年指 員連絡協議会
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ
19:30

ウンス 講習会 審判講習会 町立体育館 9:00

みや町民大学 漢方を っ 知ろう
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ
13:30

文化財保護委員会議
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ
13:30

青少年非行 被害防止街頭キャンペ ン 駅周辺 16:00

7/8 月 青少年問題協議会
町民セン
3Ａク 室

14:00

7/10 水 社会教育委員会議
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ
13:30

7/12 木 青少年指 員連絡協議会
ン

ｰﾃｨ ｸ ﾙｰ 1
19:30

7/14 日 広域連携中学生交流洋上体験研修事前研修会 だ こ 館 9:30

7/24 金 夏季愛 ロ 町内各地 17:00

生涯学習課事業報告 令和元年5月23日～令和元年6月20日

6/14 金

6/9 日

7/5 金

6/23 日

生涯学習課事業予定 令和元年6月21日～令和元年7月25日

6/30 日



月日 曜日 主 会議 行 等 開催場所等 参加者数等

5/25 土 大人 楽し し会 ン和室
人

別 ンバ
人

5/26 日 雑誌 サ コ ナ 図書館 冊

6/5 水 ッ スタ 子育 健康課 共催 保健センタ 組

6/5 水 修理ボ ン ボ ン 人 冊

6/9 日 図書 サ コ ナ 図書館 冊

6/12 水 ちいち い し会 図書館 し
子 名
大人 名

6/15 土 し会 あそび 図書館 し
子 名

大人 名

6/18 火 成 第 回図書館協議会 ボ ン 人

6/19 水 修理ボ ン ボ ン 名 冊

6/20 木 修理ボ ン ボ ン 名 名

6/20 木 託児サ ス ン保育室 名

図書館
人

時間 分

月日 曜日 主 会議 行 等 開催場所等 開始時間

6/21 金 わ うた あそぼう 未就園児 そ 親 ン和室
～
～

6/26 水
高橋和枝絵本原 展 ～ 日 図書館をた
し 会 宮 び し会 共
催 業

ン展示 ャ ～

6/28 金
子育 支援講
わ うた あそぼう ＜乳児向け＞

ン和室 ～

6/29 土
高橋和枝 ベン 高橋氏 編集者

高橋氏 え し 氏 共催 業
ン ～

6/29 土
高橋和枝ワ ショッ コ ッ わ わ
う つを こう 共催 業

ン
～
～

6/30 日
子育 支援講
わ うた あそぼう ＜乳児向け＞

ン和室 ～

7/3 水 修理ボ ン ボ ン ～

7/5 金 市 公立図書館連絡協議会 伊勢原市立図書館 ～

7/10 水 ちいち い し会 図書館 し ～

7/12 金 わ うた あそぼう 未就園児 そ 親 ン和室
～
～

7/14 日 図書 サ コ ナ 図書館 ～

7/17 水 修理ボ ン ボ ン ～

7/18 木 修理ボ ン ボ ン ～

7/18 木 託児サ ス ン保育室 ～

7/20 土 し会 あそび 図書館 し ～

※書架整理ボ ン 活動日 原則 毎週火曜日 土曜日 ～

生涯学習課 業報告 成 月 日～ 成 月 日

図書館班

書架整理ボ ン
8～ 8 活動日数 日

生涯学習課 業予定 成 月 日～ 成 月 日

図書館班



議案第 号 

 

二宮町生涯学習センターの設置及び管理 関す 条例施行規則の一部を改正す

規則 

 

令和元年６月 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町生涯学習センターの設置及び管理 関す 条例施行規則 ついて 公共施設

予約システムの導入す あた 必要 改正を行うため提案す  

 

 

 

 

 

 



 

. 
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宮町生涯学習センター 設置及び管理 関 条例施行規則 一部を改正 規

則 

 

宮町生涯学習センター 設置及び管理 関 条例施行規則 成12 宮町教育

委員会規則第 号 一部を次 う 改正  

第14条を第17条  

第13条第 号中 収容 を 入所 改 同条第 号中 損 を 毀損 改

同条を第16条 し 第 条 第12条 を 条 つ繰 下  

第 条中 第 条 を 第 条 改 同条 次 項を加え  

 予約システム 施設 利用 申請をし 当該予約 確定 通知

使用許  

第 条を第 条 し 第 条 を第 条  

第 条第 項中 宮町生涯学習センター 下 センター いう を セン

ター 改 同項後段を削 同項 次 し書を加え  

し ホー 舞 及び展示ギャ ー 外 施設 宮町公共施設予約シス

テム 利用 関 規則 成31 宮町規則第14号 第 条 規定 利用者登録

決定を受 者 宮町公共施設予約システム 下 予約システム い

う 行う  

第 条第 項中 仮予約 を 予約システム 改 同項第 号 表そ

他 項区分 欄中 第 条 を 次条 改 同項第 号 表を次 う 改

 

区分 使用申請書受付期間 

宮町 主催 業 使用日 月前 使用日 日前  

宮町 共催 業 使用日 月前 使用日 日前  

そ 他 使用日 月前 使用日 日前  

第 条第 項中第 号を第 号 し 第 号 次 次 号を加え  

( ) 舞 及び展示ギャ ー 

     区分        使用申請書受付期間 
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宮町 主催 業 使用日 月前 使用日 日前  

宮町 共催 業 使用日 月前 使用日 日前  

そ 他 使用日 月前 使用日 日前  

第 条第 項を次 う 改  

 第 条第 項 仮申請し 使用 日 属 月 月前 16日

24日 先行 申請を行う  

第 条第 項中 使用申請を 第 項第 号及び第 号 規定 施設 使用申

請 改 同項 し書を削 同項を同条第 項 し 同条第 項 次 次 項

を加え  

 第 項第 号 施設等 使用申請をし う 者 同時 同項第 号及び第 号

施設等を使用 使用申請を行 う 同項第 号 使用申請書

受付期間を適用  

第 条 次 項を加え  

 予約システム 受付時間 24時間  

第 条を第 条 し 第 条 次 次 条を加え  

使用 抽選 申込  

第 条 条例第 条第 項 規定 宮町生涯学習センター 下 センター

いう ホー 舞 及び展示ギャ ーを除く 使用許 を受 う

者 使用 日 属 月 月前 月 日 14日 間 使用 抽選

申込 を  

使用 抽選  

第 条 使用 抽選 下 抽選 いう 使用日 属 月 月前 月

15日 行う  

 抽選 当選し 者 そ 抽選 係 施設 つい 仮申請をし  

使用 仮申請  

第 条 条例第 条第 項 規定 センター 使用 許 を受 う 者

次条 規定 使用 申請 先立 使用 仮申請 下 仮申請 いう を行

う  

 仮申請 手続 センター 窓口又 インターネット 行う  

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改  

第 号様式 中 第 条 関係 を 第 条 関係 改  

第 号様式 中 第 条 関係 を 第 条 関係 改  

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改  

第 号様式中 第 条関係 を 第９条関係 改  



3 

第 号様式中 第 条関係 を 第10条関係 改  

第 号様式中 第12条関係 を 第15条関係 改  

 

附 則 

規則 和元 月 日 施行  





1 

宮町生涯学習センタ 設置及び管理 関 条例施行規則 一部を改正 規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

使用 抽選 申込  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 条例第 条第 項 規定 宮町生涯学習センタ 以 センタ

いう ホ 舞 及び展示ギャ を除く 使用許 を け う

者 使用 日 属 月 月前 月 日 14日 間 使用 抽選

申込 を こ  

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

使用 抽選  ＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 使用 抽選 以 抽選 いう 使用日 属 月 月前 月

15日 行う  

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 抽選 当選し 者 そ 抽選 係 施設 い 仮申請をし

 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

 

使用 仮申請  ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 条例第 条第 項 規定 センタ 使用 許 を け う 者

次条 規定 使用 申請 先立 使用 仮申請 以 仮申請 いう を行

うこ  

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 仮申請 手 センタ 窓口又 インタ ネット 行うこ  

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

使用 申請  使用 申請  

第 条 条例第 条第 項 規定 センタ 使用許 を け う 者 以

申請者 いう そ 施設及び付帯設備等 以 施設等 いう 区

分 従い 宮町生涯学習センタ 使用申請書 第 号様式 を 宮町教育委員会

以 教育委員会 いう 提出し け い し ホ 舞

及び展示ギャ 以外 施設 宮町公共施設予約システム 利用 関 規則

成31 宮町規則第14号 第 条 規定 利用者登録 決定を け 者

宮町公共施設予約システム 以 予約システム いう 行う

 

第 条 条例第 条第 項 規定 宮町生涯学習センタ 以 センタ

いう 使用許 を け う 者 以 申請者 いう そ 施設及

び付帯設備等 以 施設等 いう 区分 従い 宮町生涯学習センタ 使

用申請書 第 号様式 を 宮町教育委員会 以 教育委員会 いう 提出

し け い 使用申請書提出 先立 電 使用 仮予約 以

仮予約 いう を こ  

 前項 使用申請書及び予約システム 付 次 各号 定 期間内 行う

し 教育委員会 特 認 こ 限 い 同時

複数 申請 あ 場合 抽選 決定  

 前項 使用申請書及び仮予約 付 次 各号 定 期間内 行う

し 教育委員会 特 認 こ 限 い 同時 複数

申請 あ 場合 抽選 決定  

( ) ホ  ( ) ホ  
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改正後 改正前 

区分 使用申請書 付期間 

略  

そ 他 

次条 当

町内使用

 

使用日 10 月前 使用日 月前  

記以外  使用日 月前 使用日 月前  
 

区分 使用申請書 付期間 

略  

そ 他 

第 条

当 町内使

用  

使用日 10 月前 使用日 月前  

記以外  使用日 月前 使用日 月前  
 

( ) 舞 及び展示ギャ  ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

     区分        使用申請書 付期間 

宮町 主催 業 使用日 月前 使用日 日前  

宮町 共催 業 使用日 月前 使用日 日前  

そ 他 使用日 月前 使用日 日前  
 

 

( ) 記以外 施設等 ( ) 記以外 施設等 

区分 使用申請書 付期間 

宮町 主催 業 使用日 月前 使用日 日前  

宮町 共催 業 使用日 月前 使用日 日前  

そ 他 使用日 月前 使用日 日前  
 

区分 使用申請書 付期間 

宮町 主催 業 使用日 月前 使用日 日前  

宮町 共催 業 使用日 月前 使用日 日前  

そ 他 使用日 月前 使用日 日前  
 

 第 条第 項 仮申請し 使用 日 属 月 月前 16日

24日 先行 申請を行うこ  

 前項第 号 施設等 使用申請をし う 者 同時 前項第 号 施設等を使

用 使用申請を行 う 前項第 号 規定 わ 前

項第 号 使用申請書 付期間を適用  

 第 項第 号 施設等 使用申請をし う 者 同時 同項第 号及び第 号

施設等を使用 使用申請を行 う 同項第 号 使用申請書

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前 

付期間を適用  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 第 項第 号及び第 号 規定 施設 使用申請 付時間 午前 時 午

後 時  

 使用申請 付時間 午前 時 午後 時 し 仮予約 付

時間 午前10時 午後 時  

 予約システム 付時間 24時間  

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

町内使用  町内使用  

第 条  略  第 条  略  

～  略  

 

～  略  

 

使用 許  使用 許  

第 条 教育委員会 第 条 申請内容を審査し 使用内容 支障 い 認

宮町生涯学習センタ 使用許 書 第 号様式 を申請者 交付

 

第 条 教育委員会 第 条 申請内容を審査し 使用内容 支障 い 認

宮町生涯学習センタ 使用許 書 第 号様式 を申請者 交付

 

 予約システム 施設 利用 申請をし 当 予約 確定 通知

使用許  

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

使用期間  使用期間  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

前打合  前打合  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

使用 変更又 消し 申請等  使用 変更又 消し 申請等  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

使用 変更又 消し 許  使用 変更又 消し 許  

第10条 略  

 

第 条 略  

 

町内使用料 適用  町内使用料 適用  

第11条 略  

 

第 条 略  

 

使用料 減免  使用料 減免  
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改正後 改正前 

第12条 略  第 条 略  

 略  

 

 略  

 

使用料 減免申請  使用料 減免申請  

第13条 略  

 

第10条 略  

 

使用料 還付  使用料 還付  

第14条 略  

 

第11条 略  

 

使用許 消し等  使用許 消し等  

第15条 略  

 

第12条 略  

 

使用者等 遵守 項  使用者等 遵守 項  

第16条 使用者及び入場者 センタ 内 い 次 項を守 け い  第13条 使用者及び入場者 センタ 内 い 次 項を守 け い  

( ) 入場人員 入所定員を超え いこ  ( ) 入場人員 収容定員を超え いこ  

( ) ( ) 略  ( ) ( ) 略  

( ) 建物そ 他 物件を毀損 そ あ 行為をし いこ  ( ) 建物そ 他 物件を 損 そ あ 行為をし いこ  

( )～( ) 略  

 

( )～( ) 略  

 

委任  委任  

第17条 略  

 

第14条 略  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条 関係  第 号様式 第 条 関係  
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条 関係  第 号様式 第 条 関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第10条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第15条関係  第 号様式 第12条関係  

  

 



議案第 号 

 

二宮町体育施設の設置 管理等 関す 条例施行規則の一部を改正す 規則 ついて 

 

令和元年６月 日提出 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町体育施設の設置 管理等 関す 条例施行規則 ついて 公共施設予約システ

ムの導入す あた 必要 改正を行うため提案す  

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮町体育施設 設置 管理等 関 条例施行規則 一部を改正 規則 

 

二宮町体育施設 設置 管理等 関 条例施行規則 昭和60年二宮町教育委員会規則

第 号 一部を次 う 改正  

第13条を第16条 第10条 第12条 を 条 繰 下  

第 条第 項中 使用料還付申請書 第 号様式 を 二宮町体育施設使用料還付申

請書 第 号様式 改 同条を第12条  

第 条第 項中 第 条 を 第 条 改 同条を第11条 第 条を第10条

 

第 条第 項中 第 号様式 を 第 号様式 第 号様式 を

第 号様式 改 同条第 項中 第 号様式又 第 号様式 を 第

号様式又 第 号様式 改 同条を第 条 第 条を第 条  

第 条第 項中 利用承認書 第 号様式 を 二宮町体育施設利用承認書 第 号

様式 改 同条 次 項を加え  

 第 項 規定 わ 二宮町公共施設予約シス ム 入力 施

設 利用 申請を た 当該予約確定 通知 利用 承認を受 た

 

第 条を第 条  

第 条第 項各号列記 外 部分中 利用申請書 第 号様式 を 二宮町体育施設

利用申請書 第 号様式 下 利用申請書 いう 改 同条 次 項を加

え  

 前条第 項 仮申請を た 次 各号 定 期間内 い 先行

申請を行う  

( ) 二宮町ラ ン ニスコー 及び二宮町緑 丘 ニスコー  利用 日 属

月 月前 月 16日 24日 

( ) 二宮町立体育館 二宮町民運動場及び二宮町民温水プール多目的ルーム 利用

日 属 月 月前 月 16日 24日 

第 条を第 条 第 条 次 次 条を加え  

利用団体登録  

第 条 第 条 規定 二宮町立体育館及び二宮町民運動場 専用利用を う

あ 二宮町体育施設利用団体登録申請書 第 号様式 を教育委員会

提出 利用団体登録を受 い  
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 教育委員会 前項 申請書 提出さ た 内容を審査 適当 認

二宮町体育施設利用団体登録承認書 第 号様式 を当該申請者 通知

 

利用 抽選 申込  

第 条 条例第 条 規定 体育施設 町営山西プールを除く を利用 う

次 各号 定 期間内 抽選 申込 を  

( ) 二宮町ラ ン ニスコー 及び二宮町緑 丘 ニスコー  利用 日 属

月 月前 月 日 14日 

( ) 二宮町立体育館及び二宮町民運動場 利用団体登録 た うち 町内団体

限  利用 日 属 月 月前 月 日 14日 

( ) 二宮町民温水プール多目的ルーム 利用 日 属 月 月前 月 日

14日 

利用 抽選  

第 条 利用 抽選 下 抽選 いう 次 各号 定 日 行う  

( ) 二宮町ラ ン ニスコー 及び二宮町緑 丘 ニスコー  利用 日 属

月 月前 月 15日 

( ) 二宮町立体育館 二宮町民運動場及び二宮町民温水プール多目的ルーム 利用

日 属 月 月前 月 15日 

 抽選 当選 た そ 抽選 係 施設 い 仮申請を た  

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第12条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 改 同様式を第 号様式

 

第 号様式中 第 条関係 を 第 条関係 第 条 を 第10条

改 同様式を第 号様式 附則 次 次 様式を加え  
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第 号様式 第 条関係  
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第 号様式 第 条関係  

 

 

附 則 

規則 和元年 月 日 施行  
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宮町体育施設 設置 管理等 関 条例施行規則 一部を改正 規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

利用団体登録  ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 第 条 規定 宮町立体育館及び 宮町民運動場 専用利用を う

あ 宮町体育施設利用団体登録申請書 第 号様式 を教育委

員会 提出 利用団体登録を け け い  

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教育委員会 前項 申請書 提出さ 内容を審査 適当 認

宮町体育施設利用団体登録承認書 第 号様式 を当該申請者 通知

 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

 

利用 抽選 申込  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 条例第 条 規定 体育施設 町営山西プ ルを除く を利用 う

次 各号 定 期間内 抽選 申込 を こ  

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町ラ ン ニスコ 及び 宮町緑 丘 ニスコ  利用 日

属 月 月前 月 日 14日 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町立体育館及び 宮町民運動場 利用団体登録 う 町内団体

限  利用 日 属 月 月前 月 日 14日 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町民温水プ ル多目的ル ム 利用 日 属 月 月前 月

日 14日 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

 

利用 抽選  ＿＿＿＿＿＿＿ 

第 条 利用 抽選 以下 抽選 いう 次 各号 定 日 行う

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

( ) 宮町ラ ン ニスコ 及び 宮町緑 丘 ニスコ  利用 日

属 月 月前 月 15日 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町立体育館 宮町民運動場及び 宮町民温水プ ル多目的ル ム 利用

日 属 月 月前 月 15日 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 抽選 当選 そ 抽選 係 施設 い 仮申請を

 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

 

利用 申請  利用 申請  

第 条 条例第 条 規定 体育施設を利用 ニスコ 以外 一般利用を除

く う 次 各号 定 期日 宮町体育施設利用申請書

第 条 条例第 条 規定 体育施設を利用 ニスコ 以外 一般利用を除

く う 次 各号 定 期日 利用申請書 第 号様式
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改正後 改正前 

第 号様式 以下 利用申請書 いう を 宮町教育委員会 以下 教育委員

会 いう 提出 け い  

を 宮町教育委員会 以下 教育委員会 いう 提出 け い  

( )～( ) 略  ( )～( ) 略  

 略   略  

 前条第 項 仮申請を 次 各号 定 期間内 い 先行

申請を行うこ  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町ラ ン ニスコ 及び 宮町緑 丘 ニスコ  利用 日

属 月 月前 月 16日 24日 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 宮町立体育館 宮町民運動場及び 宮町民温水プ ル多目的ル ム 利用

日 属 月 月前 月 16日 24日 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

利用 承認等  利用 承認等  

第 条 教育委員会 前条 申請書を 理 そ 利用目的及び内容を検討

適当 認 宮町体育施設利用承認書 第 号様式 を交付  

第 条 教育委員会 前条 申請書を 理 そ 利用目的及び内容を検討

適当 認 利用承認書 第 号様式 を交付  

 略   略  

 第 項 規定 わ 宮町公共施設予約シス ム 入力 こ

施設 利用 申請を 当該予約確定 通知 利用 承認を け

 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

 

利用日及び利用時間  利用日及び利用時間  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

利用券等 提示  利用券等 提示  

第 条 条例第 条第 項 規定 基 く入場券 第 号様式 及び同条第 項 基

く利用券 第 号様式 を購入 一般利用者 利用 際係員 入場券を提示

利用券 提出 利用 け い  

第 条 条例第 条第 項 規定 基 く入場券 第 号様式 及び同条第 項 基

く利用券 第 号様式 を購入 一般利用者 利用 際係員 入場券を提示

利用券 提出 利用 け い  

 条例第 条別表第 中 年間パスポ 第 号様式又 第 号様式 を購入

一般利用者 利用 際係員 提示 利用 け い  

 

 条例第 条別表第 中 年間パスポ 第 号様式又 第 号様式 を購入

一般利用者 利用 際係員 提示 利用 け い  

 

使用料を減免 場合  使用料を減免 場合  

第10条 略  第 条 略  

 略  

 

 略  

 



3 

改正後 改正前 

使用料 減免申請等  使用料 減免申請等  

第11条 体育施設を専用利用 ニスコ 一般利用を含 場合 条例第

条 規定 使用料 減免を け う 者 第 条 規定 利用申請書中

減免欄 記入 減免を け こ を証明 書面等を教育委員会 提示

そ 承認を け け い  

第 条 体育施設を専用利用 ニスコ 一般利用を含 場合 条例第

条 規定 使用料 減免を け う 者 第 条 規定 利用申請書中

減免欄 記入 減免を け こ を証明 書面等を教育委員会 提示

そ 承認を け け い  

 略  

 

 略  

 

使用料 還付  使用料 還付  

第12条 条例第 条 書 規定 使用料 還付を け う 者 宮町体

育施設使用料還付申請書 第 号様式 教育委員会 申請 け

い  

第 条 条例第 条 書 規定 使用料 還付を け う 者 使用料還

付申請書 第 号様式 教育委員会 申請 け い  

 略  

 

 略  

 

利用承認 消 等  利用承認 消 等  

第13条 略  

 

第10条 略  

 

遵守 項  遵守 項  

第14条 略  

 

第11条 略  

 

破損滅失届  破損滅失届  

第15条 略  

 

第12条 略  

 

委任  委任  

第16条 略  

 

 

 

 

 

 

 

第13条 略  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 



6 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第12条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

  

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

 

 

 

 

 

 

 



















議案第 号 

 

二宮町文化財保護条例施行規則の一部を改正す 規則(案) ついて 

 

令和元年６月 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町文化財保護条例施行規則 ついて 産業標準化法の施行 あた 必要 改正

を行うため提案す  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮町文化財保護条例施行規則 一部を改正する規則 

 

二宮町文化財保護条例施行規則 昭和46年二宮町教育委員会規則第16号 一部を次

うに改正する  

第１号様式中 日本工業規格Ｂ４判縦型 を削る  

 

附 則 

こ 規則 令和元年７月１日か 施行する  
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二宮町文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の新旧対照表  

改正後 改正前 

第１号様式 表  第１号様式 表 日本工業規格Ｂ４判縦型  

  

 



 

町営山西プ 水遊び用オ ツ着用利用日 設定 い  

 

． 目的 

齢 離 た 弟姉妹 い 世 取 い い子

プ 入 いた プ 利用し い状況 あ  

成 度 水遊び用 着用 プ 利用 試行的 5日

間実施した 天候 不 あ 利用者 ニ ズ 把握

た  

成 度 天候 良 若 利用者増 見込 た  

今 度 い 水遊び用 着用 汚物 漏えい 極力防

条件 プ 利用 認 利用者ニ ズ 把握 た 試行的

実施 あ  

宮町体育施設 設置 管理等 関 条例施行規則 第 11条

遵 他人 迷惑 う 行 し い プ

利用 い 小学校 3 生 利用者 16歳 付添い 必要

規定 い 利用者 齢制限 定 い い  

現在 衛生面 考慮し トイ 意思表示 い 齢

目 3歳未満 し 利用 断 し い  

 

． 利用可能日 全 回 

和 7月 21日 日 28日 日  

8月 4日 日 11日 日 18日 日 25日 日  

※午後 清掃 行うた 一般利用 出来  

 

． 時間及び場所  

時間  ～  

  休憩時間 9:50～10:00 10:50～11:00 11:50～12:00  

場所 幼児用プ  

   対象者  歳未満 

 

． 利用方法 

水遊び用オ ツ 着用し オ ツ 水着 着用し い オ ツ

プ 入 やオ ツ し 水着 利用 出来  

対象者 利用 場合 16 歳 付添者 水着 必 入 付

資料 3 



添者 1名 対 制限 又 入 プ 幼児用プ

又 対象者 付添者 行動 一緒 願いし  

  対象者 1名 ⇒ 付添者 1名 

  対象者 2名 ⇒ 付添者 2名 

  対象者 1名 3歳～小学 3 生 1名 ⇒ 付添者 2名 

  対象者 2名 3歳～小学 3 生 1名 ⇒ 付添者 3名 

  ※対象者 い 場合 ｍプ へ入 出来  

トイ 付添者 責任 持 対応し い オ ツ 随時確認し

交換 し い 汚物 プ 見 た場合 水 入 替え 行

うた 途中 利用 中断し プ 清掃し 満水 作業

時間 た 途中 利用 終了 場合 あ  

 

使用したオ ツ 付添者 責任 持 ゴ 袋 入 持ち

い  

そ 他 利用方法等不明 い 前 プ 問い合わ

利用 い  

 



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

日 日
日 日

水遊び用お つ着用者利用可能日 幼児用プ ル ～
※午後 清掃 た 幼児用プ ル 利用出来 せん

令和元年度　町営山西プール開館日数 令和元年 月１日～令和元年 月３１日

土曜 日曜 日

開館日数 31

1

大会により一般利用出来 せん

★ 幼稚園予定 月 日 日 日 日 日 日
～ 幼児用プ ル利用

開館日数 30

★ 月 日 金 第 回 奈川高等学校水泳競技西相地区大会
た 終日一般利用 出来 せん

★二宮町水泳協会 月 日 日 ～ ｍプ ル コ ス

★学校授業 月 日 月 7月 日 水 ～ 月 日 金
土曜日 日曜日除 ～

年 月 年 月

休館日数 0 休館日数



令和元 度 月教育委員会議定例会予定 

 

 

 日 時  令和元 月 日 金 時 分か  

 場 所  宮 民センタ  Ａクラブ室 

 付議 項 

令和 度小学校使用教科用図書採択 ついて 

令和 度中学校使用教科用図書採択 ついて 

令和 度小 中学校使用学校教育法附則第 条 教科用図書採択 ついて 

 報告 協議 項 

ガラスのうさぎ像 和 友情のつ いの開催 ついて 

 

 

※ 出席を要す 主 行  

月 日 金  時 分 月教育委員会議定例会 民センタ Ａクラブ室  

    月 日 金  時 分 月教育委員会議定例会 民センタ Ａクラブ室  

                給食試食あ  

          時 分 総合教育会議 第一会議室  

  月 日 金  時 分 月教育委員会議定例会 民センタ Ａクラブ室  

                給食試食あ  

           午後   学校訪問 宮小学校  

 

 

※ 小中一貫教育校設置計 案意見交換会 

月 日 土 時 分 一色小学校北棟 階会議室 

月 日 土 時 分 山西小学校北棟 階コ ュニティ ル  

月 日 金 時 分 民センタ 階 Ａクラブ室 

月 日 土 時 分 宮西中学校東棟 階会議室 

月 日 土 時 分 宮中学校特別棟 階図書室 

月 日 日 時 分 宮小学校東棟 階コ ュニティ ル  

 


